
平成30(2018)年度 福岡市商工金融資金制度

善
A7oVA

中 小 企 業 向 け

融 資 の ご 案 内
商工金融資金制度は、市内で事業を営む中小企業の方々が必要とする事業資金を長期・低利で

ご利用いただくための制度です。お気軽にご相談 ください。

申込みいただける方

(注)特定非営利活動法人及び法律により中小企業信用保険法第 2条の中小企業者 とみなされる一部の社団法人、財団法人を含み ますこ

申込みから融資まで

信用保証料について

福 岡市 中 Jヽ企 業サポ ー トセ ンター

経営支援課経営金融係
T812-0011
福 岡市博 多区博 多駅前 2丁 目9番28号 福 岡商工会議所 ビル 2F
冨ヨ言舌 441-2171 ・441-0505  FAX 441-3211

福 岡市 中小企業サポー トセ ンター

http://www city.fukuoka lgjp/kcizai/kcicishicn/indcx html

「融資の ご案内Jは制度のあ らま しです。

詳 しくは経営支援課 までお問い合 わせ くだ さい。

1 本市 に事業所 を有 し、事業 を営 んでいること

2 福 岡県信用保証協会 の保証対象業種 で、中小企業者であ ること'甘
‐

3 許認可等 を必要 とす る業種 は、許認可 を受 けてい ること

4 市税 にイ系る徴収金 に滞納が ない こと

5 銀行取引停止処分 中で な く、 6カ 月以内 に第 1回 目の不渡 を出 していない こ と

6 県信用保証協 会 との関係 で事故 (求償権行使 中 ・延滞 中)がない こと

7 暴力 団員又 は暴力 団若 しくは暴力 団員 と密接 な関係 を有す る者で ない こと

8 融資金の返済が確実 なこと

※融資金の種類 に よつては、別 に資格要件 を定 めてい ます。

中小 企 業 者 取扱金融機関

0保証依頼
福岡県

信用保証協会

(審 査 )

●融資 0保証承諾

※融資金額等は、県信用保証協会の審査により決定されます c

※多くの資金は、直接、取扱金il機関への中込みが可能です=t一部、福岡市経営支援課等での受付が必要なものがあります。(内 面参11))

福 岡市 商工 金融 資金制 度で は、県信 用保証協 会 に支払 う保証料 の一部 を市 が

助成 してお り、利用者 の負担 を軽減 してい ます。

協会所定保証料率

商工業振興資金 0 45%´―-1 90%

小回事業資金 0 50%^-2 20%

協会所定保証料率

スタートアップ資金 0 95%

助成による負担軽減 利用者負担

福岡市 A0 09%― A0 24% 0 3600-1 66%

福岡市 A0 17%― A0 48% 0 33%^-1 72%

助成による負担軽減 利用者負担

福岡市 A0 475%
0 00%

保証協会 A0 475%

スター トアップ資金は市 と県信用保証協会がそれぞれ 1/2ずつ助成することで

利用者負担 を000%と しています。
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ご参照ください.



申込みに必要な書類

1 借入申込書等
2 税務証明書 ①個人市県民税 または法人市民税の納税証明書

②市税に係る徴収金に滞納がないことの証明書
3 その他 (1)設備資金は「見積書」、「カタログ」、「平面図」

(2)許認可業種は「許認可証の写 J

(3)建設業、測量業、設計業は「受注工事明細書 J

(4)法 人は「履歴事項全部証明書 (商業登記簿謄本 )」

「定款の写 J

(上記 2つ は未提出の場合及び提出分に変更がある場合)

「決算 書 (原則 2期分 )J「残 高試算 表」

個人 は「確定 申告書 の写 (原則 2期分 )J

(5)申 込者及 び連帯保証人の「印鑑証明書 の写 J

(6)特定非営利活動法 人は特定非営利活動促進法第28条 に規定す る事業報告書等
4 資金 に よっては別 に必要 な書類 を定めてい ます。

※ 金融機 関、県信用保証協会 において、金融調査及 び信 用保証調査 を行 うときに
上記 のほか に「帳簿」等 の提 出を求め られ る場合があ ります。

中 小 企 業 者 の 定 義

(中 小企業信用保険法第 2条 )

区 分
中 小 企 業 者 小規模企業者

資 本 金 従 業 員 従 業 員

製造業・運車命業
建設業・不動産業 等

以 下

3億 円

以 下

300ノ八、

以 下

20ブヽ

i日 冗 業 1億 円 100ノ八、

5人サ ー ビ ス 業 5,000万 円 100メ、
/Jヽ

冗 業 5,000フラF] 50ブて

※中小企業者 とは、資本金か従業員のう
ちどちらか一方の条件 を満た している
企業です。

※個人企業の従業員数は、経営者及び経
営者 と生活 を共 にす る専従者 を除 き
ます。

※政令で定められた特例業種 (ゴム製品
製造業、ソフ トウェア業、1青報処理■ナー
ビス業、旅館業、宿 1白 業、娯楽業)及 び
特定非常利活動法人については、左記
の定義 と異な りますので、詳 しくは経
営支援課 までお問い合わせ下さい。

非対象業種の主なもの これ以外の業種については、ほとんどのものが対象になります。

農林業 ・酪農業 ・畜産業 ・水 産業 ・金融業 ・集金業 、取 立業 (公共料金 または これ に準 ず る も
の に係 る もの を除 く)・ 興行 ・遊興娯楽業 ・宗教 団体  な ど

県信用保証協会の位置図

福岡市中小企業サポー トセンターのご案内

融資の相談のほか、経営全itに 関す る相談窓口を設置 してい ますので、 ご利用 くだ さい (経営相
談 は要予約 )。 相談 は全て無料です。

本所

福岡市博多区博多駅南 2丁 目2番 1号
電話 4152600

大濠支所  当唖憂
lt

福岡市中央区黒門2香 28号
電話 7345922

担当区 博多区 。東区 担当区 中央区・城南区。南区・西区・早良区

相 談 日 相 談 時 間 お 問 い 合 わ せ ・ 予 約

00´V17:00

博多区博多駅前 2丁 目928福 岡商工会議所ビル 2

(お 問い合わせ)

電話 4412171(福 岡市経営支援課 )

(相 談予約)

電話 4412161(福 岡商工会議所 経営相談部 )

福岡県信用



区 分 融 資 金 名 対 象 者
資 金 使 途

(注 1)
融 資 限 度 額

一 般

資 金

●

商 工 業 振 興 資 金

短 期 運 転 資 金

中 小 企 業 者 等 設 備  i重 転 1億 円

中 」ヽ 企 業 者 等 運 転 3.000しげ円

② 小 □ 事 業 資 金 (注 3) 小 規 模 企 業 者 設 備  運 転 (2主 4)2,000,げ 円

特

定

目

的

資

金

経
済
対
策
資
金

化
金

定
資

安営
月

υ
　
　
経
特

般 枠

ア  最 近 3カ 月 の 売 上 高 ま た は 売 l給利 益 率 等 が

過 去 5年 間 の い ず れ か 同 期 と 比 較 し て 3%以
上 ll少 し て い る 方

イ  最 近 3カ 月 の 二I要 な 原 材 半|の仕 入 単 仙 が 前 年
同 期 と 比 較 し て 3%以 上 上 昇 し て い る ん

ウ  ‖てり1先 の 倒 産 _~に よ り、 債 権 司収 が 困 難 に
な っ た 方               な ど

設 備  運 転

1億 H

特 夕」 枠 セー フテ ィネ ッ ト保 証の認定 を受 けた方  な ど 14意 円

④ 経 営 力 強 化 資 金 経 営 力 強 化 保 証 の 申 込 人 資 格 要 件 に 該 当 す る 方 設 備 ‐運 転 2■ま8 000フ
'F■

新

規

事

業

支

援

資

金

(注 3〉

倉u業 支 援 資 金

分 社 化 資 金
県 内 の 会 社 で あ っ て 、 ■1在 の 事 業 を 継 続 し つ つ 、

新 た に 市 内 で 会 社 を 設 立 さ れ る 方 (新会 社 で 事 業
を 開 始 し て か ■ 2年 1■ 内 の 方 を 含 も )

設 備  運 転

3.500 」|¬

ス タ ー トア ッ プ 資 金

ア  事 業 を 営 ん で い な い 方 で あ っ て 、 市 内 で 新 た

に 事 業 を FTD女台さ オしる 方
イ 事 業 を 開 始 後 2年 以 内 の 方 で 、 そ れ ま で 事 業

を営 んでい なか フた方
3 500フラH

(倉IJ業■1(ま 2,000万 円 )女性スタートアップ資金 (注 6)
上記 (ア 、 イ)の いずれかの要件 に加 え、女性 で
あ る方

「福岡100」 スタートアップ資金(注 6)
1言己 (ア 、 イ)の い ずオLかの要イ牛|こ 力日え、 50歳」l

卜 0あ る 方

⑥

新 事 業 開 拓 資 金

ス テ ップ ア ップ資 金

成 長 や 事 業 の 拡 「大 等 に 向 け た 取 り組 み を 行 う ノプで

ア ヽ 力 の い ギオしか に 言亥当 す る ノブ
● 市 の 施 策 に 関 す る 要 件
ア  市 の 施 策 的 な :支援 を 受 け て 事 業 の 成 長 を スIる

L」

● 国 の 施 策 に 関 す る 要 件

イ 法 律 に 基 づ く事 業 計 画 の 承 認 又 は 認 定 を 受 け
た 事 業 活 動 を 行 う 方

ウ  認 定 経 営 革 新 等 支 援 機 関 の 支 援 を 受 け て 経 営

改 善 、 事 業 転 換 、 多 角 化 、 事 業 拡 大 に 向 け た

新 た な 投 資 、 事 業 承 継 な ど 、 経 営 基 盤 の 強 化
を 目 指 し た 計 画 的 な 取 り組 み を 行 う 方

工  匡lの ネ南llJltt σ)オ采|に を 受 け て :事業 の 拡 だ テに ]文
l,糸Jむ ブテ                             (た し7)

● 事 業 77K継 に 関 す る 要 件
オ  事 業 り1継 ぎ 支 援 セ ン タ ー σつ支 援 を 受 t)て 、 M

&A等 の 事 業 水 継 を 行 う 方
力  中 小 企 業 に お け る 経 営 の 承 継 の 円 ,F化 に 関 す

る 法 律 第 12粂 第 1項 の 認 定 を 受 け て 事 業 水 継
を イ=子 う ノプ

現 在 の .・ 業 を 継 続 し て 市 内 で 1年 以 上 営 ん で い る

方 で 、 日 本 標 準 産 業 分 類 の 小 分 類 が 異 な る 事 業 を

新 た に 行 う た め の 資 金 が 必 要 な ソJ

設 lH 運 転

2■ま8 000フラH

第二倉り業 ・多角化資金 5.000フテF弓

政

策

的

資

金

⑦ 商工業振興資金         (注 8)
継 続 型 バ ッ ク ア ッ プ 資 金

1期 以 上 の 決 算 (個 人 の 場 合 は 確 定 申 告 )を 行 っ
て い る 方

運 転 (注 9)3000万 円

①

ワ ー ル ド ビ ジ ネ ス 振 興 資 金

ア  輸 出 入 の 決 済 資 金 が 必 要 な 方
イ  海 外 支 ■i等 の 開 設 資 金 が 必 要 な 方
ウ  直 接 自 ら が 取 引 を 行 っ た 輸 出 人 品 の 卸  小 売

を 行 う た め の 資 金 が 必 要 な 方
工  海 外 向 け 製 占|1 商 品 の 開 発  製 造 資 金 が 必 要

えヽ |プデ
オ  海 外 tl場 又 は 国 内 市場 (海外 製 品 や 商 1星lの 販

売 )で の 市 場 開 拓 資 金 が 必 要 な 方

設 備  運 転 1イ意円

◎

災 害 復 1曰 特 別 資 金
般 枠

火 災  風 水 書 等 の 災 害 に よ り 、 市 内 で 損 害 を 受 け
た 方

設 備 ‐運 転 5.000フ丁「■

特 ″」 枠
激 甚 災 害 の 指 定  災 害 救 助 法 の 適 用 を受 け た 災 害
等 (こ よ り ∫わ内 で す員

~を
受 ιすた ノ′

⑩

環 境 ・ エ ネ ル ギ ー 対 応 資 金

ア 新エ ネルキー又は省エ ネルギー言支ll jを 導入す
るブ∫

イ 低 公書革 を導 入す る方
ウ 公害防止施設 を設置 又は改善す る方
工  il水型機器等 σ)設 f精 を導 入す るノブ
オ  ISO認 証 を1文得す る方          な と`

設 備 :運転 1イ意円

①

備 対 応 資 金

ア  事
‐F活動 に 必 要 な 設 備 を 導 入 さ れ る 方

イ  |∫ 企 業 誘 致 言果と の 協 議 に 基 づ き 、 一 定 規 模 の
工 場 、 事 務 ;'テ 等 を 杉 転 ま た は ll設 す る 方

設 2作ま8,000ノ」「]

⑫

共 同 事 業 資 金

指 定 高 度 化 資 金 県 の 高 度 化 資 金 の 貸 f」 対 象 と な っ た 協 同 組 合 等

設 備

事 業 費 か ら国 県 の 貸 付
を差 引 い た残 額 の 2/3

準 指 定 高 度 化 資 金
県 の 高 度 化 資 金 の 貸 付 を 受 け な い で 高 度 化 事 業 を
r」 う協 lml糸日fヽ等

24ま 円

１

２

　

３

４

５

６

７

８

９

１０

注

注

　

注

注

注

注

注

注

注

注

商 工 金 融 資 金 制 度 の あ ら ま

設 備 資 金 に つ い て (ま 原 則 市 1勺 ti言士置・ デる も の に 1興 り ま ―
夕が 、 ri,、  12,、  l、  1=,に つ い

~Cは
言アタトσ)占そ中断資 ‐F~COう ●Hi`み も可 ilヒ ¬● う ., た ノご し 、 市 1勺 か ら |,夕

⌒ヽ、f多
保 証 料 率 は 経 営 状 況 等 に 応 じ て i芭 用 さ れ ま す `,な お 、 信 用 保 証 協 会 の 保 証 料 率 は 190%以 下 (責 任 共 有 外 保 計 十1率 は 220%以 下 )で す が 、 市 が 一 部 負 担 す
別・ r、 有 担 保 に よ る 保 証 な ど で 保 証 ポ1率 が 割 引 さ れ る 場 合 が あ り ま す .詳 し く は 県 信 用 保 証 協 会 へ お 問 い 合 わ せ 下 さ い 。
小 回 事 業 資 金 、 創 業 支 援 資 金 に つ い て は 、 特 定 非 営 利 活 動 法 人 は ご 利 用 い た だ け ま せ ん .

小
「

I事業 資 金 は 、 既 存 の 保 証 付 き 融 資 残 高 と の 合 計 が 2000万 円 の 範 囲 内 と な る 新 規 保 証 が 対 象 と な り ま す 。
経 営 力 強 化 資 金 は 、 保 証 刊 の 既 ■:借 入 金 を 借 り換 え る 場 合 、 融 資 期 間は 10年 以 内 (う ち 据 置 :1年 以 内 )と な り ま す .

個 人 の 場 合 は 事 業 上 、 法 人 の 場 合 は 法 人 代 人 者 が 女 性 又 は 50歳 以 卜で あ る 場 合 が 対 象 と な り ま す .

対 象 と な る 補 llt金 に つ い て は 、 経 営 支 援 課 に お 尋 ね く だ さ い 。
1中 小 企 業 者 1日 限 り の 利 用 と な り ま す .ま た 、 既 存 の 借 入 金 繰 証 協 会 の 既 存 の 保 証 イ」融 資 、 プ ロ パ ー 融 資 等 )の 借 換 に は 利 用 で き ま せ ん .

直 近 ll算 (確 定 中 告 )の 平 均 月 商 の 2倍 が 3000万 円 に 満 た な い 場 合 は 、 そ の 平 均 月 商 の 2倍 が L限 と な り ま す .

2回 ま で の 更 新 (同 資 金 で 同 額 (又 は 増 額  減 額 )で の 借 換 )に よ り最 長 3年 判の 継 T/L利 用 が ●I能 で す 。 た だ し 、 更 新 は 同 一 金 融 機 関 の み で の 取 扱 と な り



(平成30年 4月 1日 現在)

※融資条件は、経済情勢等によちて変わることが
詳 しくは経営支援課 までお問い合 わせ ください (電話4412171・ 4410505)。  あります。

資 条 件

中 一さ 場 所

5虫 資 期 間
融 資 利 率

(■■
)

保 証 料‐率 (年 )

(借 受者負担分 )

0主2)
保 証 人 担  保

うち据置

5年 以 内

5年 超

10年 以 内

1年 以 内

1年 以 内 1 5%

0 36-1 66%

原則 として

イ促」メ、 :

イく  要
だ(メ、 :

ftラに増争

に

て

要

じ

必

応
2年 以 内 1 7%

福 岡 市 経 営 支 援 課

7高 岡 市 博 多 区 博 多 駅 前 2丁 日 9番 28号
長三吉舌  441-2171  441-0505
FAX  441-3211

(申 込 IJ能 資 金 )

左 記 の ● ― C,の す べ て の 資 金

1年 以 内 1 4%

10年 以 内 2年 以 内 13% 0 33^-1 72% 原日Jと lン て

不   要

10年 以 内 2年 以 内

13% 0 23--1 30,る

に

て

要

じ

必

応 福 岡 商 工 会 議 所

福 岡 市 博 多 区 博 多 駅 前 2丁 目 9番 28号
費三言舌  441-2161

早 良 商 工 会

福 岡 市 早 良 区 東 大 部 2「 目 14番 10号
侵]言舌  804-2219

志 賀 商 工 会

福 l■l市東 区 西 アi崎 1 」 目 5番 18号
貫三言舌  603-0112

〈申 込 Ⅲ丁能 資 金 )                   
・

左 記 の ([)― llの 資 金 .た だ し

l jl環境  エ ネ ル ギ ー 対 応 資 金 の 要 件 ウ ヽ オ

ll設 備 対 応 資 金 の 要 件 イ

を 除 く .

13% 0 40%

内
内わつつ

く

５
７

1年 以 勺 12% 0225-100%

10年 以 内 2年 以 内

13% 0 81,る

イく    要
13%

0 00%

12%

5年 以 内

i笙 5L,ヒ
10年以 内

設 5年 超
15■ 11■ 1勾

10年 以 内

1年 以 内 1 1%

0 33--0 81%

に

て

要

じ

必

応

指 定 金 融 機 関

〈中 込 可 能 資 金 〉

左 記 の (I)～ ⑪ の 資 金 ぅ た だ し

⑩ 環 境  エ ネ ル ギ ー 対 応 資 金 の 要 件 ウ ～ オ
・ ll設備 対 応 資 金 の 要 件 イ

を 除 くぃ

0の う ち ス テ ッ プ ア ッ プ 資 金 に つ い て は 、 要 件 ウ で の 中 込 で 、

認 定 経 営 革 新 等 支 援 機 関 が 金 融 機 関 で あ る も の に 限 る

指 定 金 融 機 関

2年 以 内 1 3%

2年 以 内 14% 0 33-1 56%

■主10)
1イ F■■

''

一 括 返 済 1 1% 0 36--1 310r

1イ 11■ 1勾

1年 超

5年 以 内

5年 超

10年 以 内

1年 以 内

10%

必 要 に 応 し て

(果市11こイJす る

ilツ:鶴 )

12%

2年 以 内 1 3%

10T以 内 2年 以 内

13% 0 23--1 30%

0 9,る 0 00,る

10年 以 内 2年 以 内 1 1,る 33--1 569る

10年 以 内

10T超
15年 以 内

2年 以 内

13%
0 33--1 56%

15%

10`「

'人

1勺

10イFlヨ
20年 以 内

10年 以 内

10年超
20:年 以 内

3年 以 内

13%

必 要 に応 じて

保 証 に 1」 す る

|∴智 :諭 ) 中̈
15%

1 3%

1 5%

妖す る た め の 資 金 を 除 き ま す .

3こ と に よ り 、 借 受 者 の 負 担 を 軽 減 し て い ま す .(表 面 の 「 信 用 保 証 料 に つ い て 」 を ご 覧 く だ さ い )

=づ
、, なお 、 更新手続 きは II「 規 申込み と 1司 様 、 審査が行 わオします .


